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議第９２号 

 

   瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  第１８条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２

５」に、「１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改める。 

（瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１１号） 

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」

に改める。 

 （瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改

正） 

第３条 瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平

成１７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１

００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

（瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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第４条 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第１項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「 

１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改める。 

（瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 瑞浪市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２

７．５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

（瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 瑞浪市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第５条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２０」に改

める。 

（瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改

正） 

第７条 瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を次のように改正する。 

第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の２２０」を「１００分の２２２．５」に改める。 

（瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第８条 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第２２条第１項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条から第８条までの規

定は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第９３号 

 

   瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

 

  令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

（瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（昭和５５年

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」 

に改める。 

第２条 瑞浪市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２０」に改

める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年

４月１日から施行する。 
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議第９４号 

 

瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定

について 

 

瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例 

 （瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和６０年条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準

割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その

年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 （瑞浪市介護保険条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同項第６号

ア中「令第３８条第４項」を「令第２２条の２第２項」に改める。 

  附則第６条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準

割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その
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年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 （瑞浪市国民健康保険条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第４条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例

基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

  附則第７条中「特例基準割合適用年」を「附則第４条に規定する延滞金

特例基準割合が年７．３パーセントの割合に満たない年」に、「特例基準

割合（附則第４条に規定する特例基準割合をいう。）」を「猶予特例基準

割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合に年０．５

パーセントの割合を加算した割合をいう。）」に改める。 

 （瑞浪市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第４条 瑞浪市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第２条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準

割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その

年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 （瑞浪市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第５条 瑞浪市道路占用料徴収条例（平成１７年条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第６項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準

割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その

年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 （瑞浪市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 
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第６条 瑞浪市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４４年条

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準

割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その

年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例附則

第２項の規定、第２条の規定による改正後の瑞浪市介護保険条例附則第６

条の規定、第３条の規定による改正後の瑞浪市国民健康保険条例附則第４

条及び第７条の規定、第４条の規定による改正後の瑞浪市後期高齢者医療

に関する条例附則第２条の規定、第５条の規定による改正後の瑞浪市道路

占用料徴収条例附則第６項の規定並びに第６条の規定による改正後の瑞浪

市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第３項の規定は、令和

３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間

に対応する延滞金については、なお従前の例による。 
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議第９５号 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律に係る瑞浪市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

係る瑞浪市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律に係る瑞浪市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

係る瑞浪市固定資産税の特例に関する条例（平成２５年条例第２９号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第２５条」を「第２６条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第９６号 

 

瑞浪市立家畜診療所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市立家畜診療所設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市立家畜診療所設置条例の一部を改正する条例 

瑞浪市立家畜診療所設置条例（昭和４９年条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条を第８条とし、第４条の次に次の３条を加える。 

（使用許可） 

第５条 家畜診療所の設備及び機器（以下「設備等」という。）を使用しよ

うとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（使用料） 

第６条 設備等を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければなら

ない。 

 （損害賠償義務） 

第７条 第５条の規定により市長の許可を受けた者（以下「使用者」という。） 

は、故意又は過失により設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、

これを現状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。ただし、

市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 使用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を市長に

届け出て、その指示を受けなければならない。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第６条関係） 
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区分 単位 使用料 

生化学自動分析装置、電解質分析装置、

生物顕微鏡等一式 
１日 ２６０円 

附 則 

この条例は、令和３年１月１日から施行する。 
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議第９７号 

 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例 

瑞浪市火災予防条例（昭和３７年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第８条の３第１項中「第４４条第１０号」を「第４４条第１１号」に改め

る。 

第１１条の２第１項中「、電気を動力源とする」を「、電気自動車等（電

気を動力源とする」に改め、「原動機付自転車をいう」の次に「。第１２号

において同じ。）をいう」を加え、「５０キロワット」を「２００キロワッ

ト」に改める。 

第１１条の２第１項中第１４号を第１８号とし、第１３号を第１７号とし、

同項第１２号イ中「。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を

自動的に停止させること」を削り、同号に次のように加え、同号を同項第１

６号とする。 

 ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検

知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

 エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検

知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

第１１条の２第１項中第１１号を第１２号とし、同号の次に次の３号を加

える。 
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（１３） コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための

部分をいう。以下この号において同じ。）について、操作に伴う不時の

落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を

有するものにあっては、この限りでない。 

（１４） 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、

当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与え

ない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液

体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量

又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させ

る措置を講ずること。 

（１５） 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充

電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常

を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、

急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

第１１条の２第１項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを

１号ずつ繰り下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気

自動車等」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源と

する自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を

同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。 

（１） 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認

める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外

に設ける場合にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。

ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面す

るときは、この限りでない。 

第４４条中第１４号を第１５号とし、第１０号から第１３号までを１号ず

つ繰り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

 （１０） 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条

例による改正後の第１１条の２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、

構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。 
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議第９８号 

 

   瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

瑞浪市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求める。 

 

  令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

  

氏   名 住       所 生 年 月 日 

津 毛  朗 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第９９号 

 

指定管理者の指定について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市市民福祉センターの指定管理者を次のとおり指定することについ

て、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

１ 施設の名称    瑞浪市市民福祉センター 

２ 指定管理者    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

  の 名 称 等     社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 

             会長 渡 邉 勝 利 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１００号 

 

指定管理者の指定について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市障害者デイサービスセンターの指定管理者を次のとおり指定する

ことについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

１ 施設の名称    瑞浪市障害者デイサービスセンター「さくら」 

２ 指定管理者    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

  の 名 称 等     社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 

             会長 渡 邉 勝 利 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０１号 

 

指定管理者の指定について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市子ども発達支援センターの指定管理者を次のとおり指定すること

について、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

１ 施設の名称    瑞浪市子ども発達支援センター 

２ 指定管理者    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

  の 名 称 等     社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 

             会長 渡 邉 勝 利 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０２号 

 

指定管理者の指定について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市立児童館の指定管理者を次のとおり指定することについて、同条

第６項の規定により議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 施設の名称    瑞浪市立陶児童館 

           瑞浪市立土岐児童センター 

           瑞浪市立樽上児童センター 

           瑞浪市立南小田児童館 

２ 指定管理者    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

  の 名 称 等     社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 

             会長 渡 邉 勝 利 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０３号 

 

指定管理者の指定について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市立老人憩いの家の指定管理者を次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

１ 施設の名称    瑞浪市立老人憩いの家 寿楽荘 

           瑞浪市立老人憩いの家 福寿荘 

           瑞浪市立老人憩いの家 桜寿荘 

２ 指定管理者    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

  の 名 称 等     社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 

             会長 渡 邉 勝 利 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０４号 

 

指定管理者の指定について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市在宅老人デイサービスセンターの指定管理者を次のとおり指定す

ることについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

１ 施設の名称    瑞浪市在宅老人福寿荘デイサービスセンター 

           瑞浪市在宅老人桜寿荘デイサービスセンター 

２ 指定管理者    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

  の 名 称 等     社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 

             会長 渡 邉 勝 利 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０５号 

 

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市大湫町旧森川訓行家住宅及び瑞浪市大湫公民館の指定管理者を次

のとおり指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求め

る。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

１ 施設の名称    瑞浪市大湫町旧森川訓行家住宅 

瑞浪市大湫公民館 

２ 指定管理者    瑞浪市大湫町４２２番地の１ 

  の 名 称 等     大湫町コミュニティ推進協議会 

             会長 小 栗  司 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０６号 

 

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市陶公民館の指定管理者を次のとおり指定することについて、同条

第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

１ 施設の名称    瑞浪市陶公民館 

２ 指定管理者    瑞浪市陶町猿爪４０５番地の１ 

  の 名 称 等     陶町明日に向って街づくり推進協議会 

             会長 長谷川 孝 夫 

３ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議第１０７号 

 

   訴えの提起について 

 

 市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴えを、次のとおり提起

（和解の申立てを含む。）する。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

１ 訴えを提起する相手方  

   市外在住の男性 

 

 

 

   市外在住の女性 

 

 

２ 対象物件 

   瑞浪市営住宅 

 

３ 請求の趣旨 

   相手方は、賃借人による明渡しが困難となった住宅の連帯保証人であ

り、再三の請求にもかかわらず、住宅の明渡しを行わないため、市営住

宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴えを岐阜地方裁判所多治見

支部に提起する。 

   支払を請求する滞納家賃等は、次のとおりとする。 

（１） 明渡請求の日までの滞納家賃  

(２） 明渡請求の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間につ
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いては、瑞浪市営住宅管理条例（平成９年条例第１３号）第４０条第

４項に規定する金銭 

  （３） 訴訟費用 

 

４ 訴訟遂行の方針 

 （１） 訴訟において請求が認容されないときは、上訴するものとする。

（２） 訴訟において、当該住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払につき和 

解による解決が可能なときは、和解できるものとする。 

  （３） 訴訟提起前に、相手方より当該住宅の明渡し及び滞納家賃等を完

納する旨の申入れがあり、その履行が見込まれるときは、即決和解の申

立てをするものとする。 
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議第１０８号 

  

工事請負契約の締結について 

  

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

  

令和２年１１月２６日 提出 

  

瑞浪市長 水 野 光 二    

  

  

１ 契 約 の 目 的  瑞浪北中学校グラウンド整備及び市道天徳線道路改

良工事 

２ 契 約 金 額  変更前  １４６，３９１，３００円 

           変更後  １５０，８９６，９００円 

３ 契約 の相手方  青協・今井特定建設工事共同企業体 

（代表構成員） 

 瑞浪市日吉町４６０２番地の６ 

 青協建設株式会社 東濃営業所 

            所長 井 藤 広 人 

（構 成 員） 

            瑞浪市土岐町４７０４番地１ 

            株式会社今井土木 

            代表取締役 今 井 俊 久 
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議第１０９号 

 

令和２年度瑞浪市一般会計補正予算（第１０号） 

 

 令和２年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６９，２００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，２０４，５００千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 ２，９００，０００ ３０５，３２７ ３，２０５，３２７

1 地方交付税 ２，９００，０００ ３０５，３２７ ３，２０５，３２７

13
分 担 金 及 び
負 担 金

５５，６２７ △１５，３０６ ４０，３２１

1 分 担 金 ２８，１０６ △１５，３０６ １２，８００

14
使 用 料 及 び
手 数 料

３４２，０３７ △３，５８０ ３３８，４５７

1 使 用 料 １７６，３４３ ２０ １７６，３６３

2 手 数 料 １６５，６９４ △３，６００ １６２，０９４

15 国 庫 支 出 金 ６，７７０，１６１ △４，６９１ ６，７６５，４７０

1 国庫負担金 １，３２１，３０５ ４８，８５２ １，３７０，１５７

2 国庫補助金 ５，４４２，２４１ △５３，５４３ ５，３８８，６９８

16 県 支 出 金 １，１１８，１６２ △５８，１１５ １，０６０，０４７

1 県 負 担 金 ５５１，８４０ ８，３９０ ５６０，２３０

2 県 補 助 金 ４６８，１２１ △６６，５０５ ４０１，６１６

17 財 産 収 入 １０４，２５５ ６，４７３ １１０，７２８

1
財 産
運 用 収 入

９０，１８４ １，９０８ ９２，０９２

2
財 産
売 払 収 入

１４，０７１ ４，５６５ １８，６３６

18 寄 附 金 ８０，６６０ ４０，８０９ １２１，４６９

1 寄 附 金 ８０，６６０ ４０，８０９ １２１，４６９

19 繰 入 金 １，３１６，５２７ △２３４，７００ １，０８１，８２７

1 基金繰入金 １，２７６，９３３ △２４３，４８２ １，０３３，４５１

2
財 産 区
繰 入 金

３９，５９４ ８，７８２ ４８，３７６

21 諸 収 入 ２６１，８５４ ４６，７８３ ３０８，６３７

4 雑 入 １５１，１９０ ４６，７８３ １９７，９７３

22 市 債 １，４０４，１００ △１３，８００ １，３９０，３００

1 市 債 １，４０４，１００ △１３，８００ １，３９０，３００

歳　　入　　合　　計 ２２，１３５，３００ ６９，２００ ２２，２０４，５００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 １７４，５７９ ８６０ １７５，４３９

1 議 会 費 １７４，５７９ ８６０ １７５，４３９

2 総 務 費 ６，３４４，３７０ １２５，６６４ ６，４７０，０３４

1 総務管理費 ５，９７０，７４０ １２５，６６４ ６，０９６，４０４

3 民 生 費 ５，０１８，７０２ ３４，３２５ ５，０５３，０２７

1 社会福祉費 ２，６９２，３９９ １９，９５０ ２，７１２，３４９

2 児童福祉費 ２，１１０，１１０ １４，１５０ ２，１２４，２６０

4 災害救助費 ５００ ２２５ ７２５

4 衛 生 費 １，７２５，７８６ △５，０５９ １，７２０，７２７

1 保健衛生費 ３９０，３１６ △５９ ３９０，２５７

2 清 掃 費 １，２４４，５０６ △５，０００ １，２３９，５０６

6 農林水産業費 ３８８，８１７ △３，６７４ ３８５，１４３

1 農 業 費 ３３８，１６７ △３，６７４ ３３４，４９３

7 商 工 費 １，２２１，５１８ △２１，５１３ １，２００，００５

1 商 工 費 １，２２１，５１８ △２１，５１３ １，２００，００５

8 土 木 費 １，３６２，５２７ ２９，３３８ １，３９１，８６５

1 土木管理費 ４５，３７１ ２，６００ ４７，９７１

2 道路橋梁費 ７０５，２０２ ２９，２７４ ７３４，４７６

4 都市計画費 ３１０，６５７ △２，５３６ ３０８，１２１

9 消 防 費 ８９６，９０８ △３，６７６ ８９３，２３２

1 消 防 費 ８９６，９０８ △３，６７６ ８９３，２３２

10 教 育 費 ２，２３４，５９６ △２７，８５５ ２，２０６，７４１

1 教育総務費 ４４３，４９１ △３１，２８３ ４１２，２０８

2 小 学 校 費 ３８１，７２２ １，６４１ ３８３，３６３

3 中 学 校 費 ５３６，８２２ ５，０６１ ５４１，８８３

5 社会教育費 ３６９，０５８ ６４８ ３６９，７０６

6 保健体育費 ２９４，０６８ △３，９２２ ２９０，１４６

11 災 害 復 旧 費 ４９６，４２０ △５５，７８０ ４４０，６４０

1 農林水産業施設
災 害 復 旧 費 １４２，８２０ △１０７，７８０ ３５，０４０

2
教 育 施 設
災害復旧費

１０３，０００ ５２，０００ １５５，０００

12 公 債 費 １，６３４，０９０ △３，４３０ １，６３０，６６０

1 公 債 費 １，６３４，０９０ △３，４３０ １，６３０，６６０

歳　　出　　合　　計 ２２，１３５，３００ ６９，２００ ２２，２０４，５００
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正 

　（追加） （単位：千円）

２ 総 務 費 １ 総 務管理費 ５０,５４０

２ 総 務 費 ３
戸 籍 住 民
基本台帳費 ６,４２４

８ 土 木 費 ２ 道 路橋梁費 ４０,０００

８ 土 木 費 ２ 道 路橋梁費 ４０,２００

９ 消 防 費 １ 消 防 費 ３,５２０

１１災害復旧費 ２
教 育 施 設
災害復旧費

１４０,０００

金　　　　額

論 栃 ３ 号 線 道 路 改 良 事 業

現年教育施設補助災害復旧事業

戸 籍 電 算 処 理 経 費

市 道 等 整 備 交 付 金 事 業

款 項 事　　　　業　　　　名

通 信 指 令 設 備 更 新 事 業

高 度 無 線 環 境 （ 光 回 線 ） 整 備
推 進 事 業 （ 新 型 コ ロ ナ 対 策 ）
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第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで ２,３００

令和２年度から
令和３年度まで １,０３０

令和２年度から
令和３年度まで ９,０００

令和２年度から
令和３年度まで

１７６

令和２年度から
令和３年度まで ７４

令和２年度から
令和３年度まで

４００

令和２年度から
令和３年度まで

６,５３１

令和２年度から
令和３年度まで

２,１００

令和２年度から
令和３年度まで

１,３２０

令和２年度から
令和３年度まで ７１９

令和２年度から
令和３年度まで

５２３

令和２年度から
令和３年度まで

２１２

令和２年度から
令和３年度まで ７５９

令和２年度から
令和３年度まで

８７２

令和２年度から
令和３年度まで １８,９２５

令和２年度から
令和３年度まで

１,３２０

令和２年度から
令和３年度まで ４９５

令和２年度から
令和３年度まで

ふ る さ と み ず な み 応
援 寄 附 金 寄 附 額 の 5
％ の 合 計 額 に 消 費 税
相 当 額 を 加 え た 額

令和２年度から
令和３年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 3 ％ 又
は 3.5 ％ の 合 計 額

郵 便 料 金 計 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料

両 面 印 刷 機 保 守 委 託 料

入 札 参 加 資 格 審 査 業 務 共 同
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 業 務 委 託 料

広 報 み ず な み 印 刷 製 本 費

広 報 み ず な み 梱 包 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

定 例 会 等 会 議 録 作 成 委 託 料

議 会 広 報 印 刷 製 本 費

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）

広 報 み ず な み 配 布 委 託 料

庁 舎 自 家 用 電 気 工 作 物
保 守 点 検 業 務 委 託 料

庁 舎 足 拭 き マ ッ ト 等 賃 借 料

庁 舎 観 葉 植 物 賃 借 料

電 話 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料

メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 シ ス テ ム 使 用 料

指 定 物 品 等 購 入 費

瑞 浪 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 保 守 委 託 料

多 言 語 翻 訳 ソ フ ト 使 用 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
広 告 広 報 受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 40 ％
及 び 寄 附 者 へ の 返 礼
品 の 配 送 料 の 合 計 額

令和２年度から
令和３年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄
附 金 寄 附 額 の 12 ％ の 合
計額に消費税相当額を加
えた 額及び 寄附者へ の返
礼 品 と 配 送 料 の 合 計 額

令和２年度から
令和３年度まで ３３０

令和２年度から
令和３年度まで ３７０

令和２年度から
令和３年度まで １３０

令和２年度から
令和３年度まで

９９

令和２年度から
令和３年度まで ６８

令和２年度から
令和３年度まで

６５

令和２年度から
令和３年度まで

７,０００

令和２年度から
令和３年度まで

５０

令和２年度から
令和３年度まで

１,２００

令和２年度から
令和３年度まで

２５０

令和２年度から
令和３年度まで

１,２００

令和２年度から
令和３年度まで ７,２００

令和２年度から
令和３年度まで

１,３３２

令和２年度から
令和３年度まで １,９５０

令和２年度から
令和３年度まで

１,２００

令和２年度から
令和３年度まで １１４

令和２年度から
令和３年度まで ４０

障 害 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

障 害 者 日 中 一 時 支 援 事 業 委 託 料

障 害 者 移 動 支 援 事 業 委 託 料

障 害 者 訪 問 入 浴 事 業 委 託 料

障 害 者 意 思 疎 通 支 援 事 業 委 託 料

子 育 て 短 期 支 援 事 業 委 託 料

保 育 部 全 国 市 長 会 災 害 賠 償 保 険 料

事　　　　　　　　　　項

高 齢 者 移 送 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料

高 齢 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

在 宅 老 人 短 期 入 所 委 託 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
返 礼 品 管 理 等 業 務 委 託 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
管 理 等 業 務 委 託 料

住 民 税 申 告 受 付 支 援 シ ス テ ム 保 守 委 託 料

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 保 守 委 託 料
（ 住 民 税 年 金 特 別 徴 収 分 ）

課 税 資 料 イ メ ー ジ ス キ ャ ナ 保 守 委 託 料

行 政 フ ァ ッ ク ス 保 守 委 託 料

住 基 ネ ッ ト 統 合 端 末 機 器 保 守 委 託 料

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 裏 書
プ リ ン タ ー 保 守 委 託 料

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで

１,０５６

令和２年度から
令和３年度まで

８７,０００

令和２年度から
令和３年度まで

１２,１００

令和２年度から
令和３年度まで

４,４９４

令和２年度から
令和３年度まで １１２,０００

令和２年度から
令和３年度まで ３７

令和２年度から
令和３年度まで ３０,２８９

令和２年度から
令和３年度まで

６３０

令和２年度から
令和３年度まで １０７

令和２年度から
令和３年度まで

１９０

令和２年度から
令和３年度まで

４,２００

令和２年度から
令和３年度まで

３,１００

令和２年度から
令和３年度まで

４０,０００

令和２年度から
令和３年度まで

１７０,０００

令和２年度から
令和３年度まで

４８,４００

令和２年度から
令和３年度まで ４２,０００

令和２年度から
令和７年度まで

１１０,１３８

令和２年度から
令和３年度まで ４２

令和２年度から
令和３年度まで

３,５７４

令和２年度から
令和３年度まで １６５

火 葬 業 務 委 託 料

勤 労 者 生 活 安 定 資 金 預 託 金

勤 労 者 住 宅 資 金 預 託 金

農 地 基 本 台 帳 管 理 シ ス テ ム
保 守 管 理 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
不 燃 物 選 別 ・ 受 付 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
浸 出 水 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 料

焼 却 施 設 溶 融 炉 燃 料 費 （ Ｌ Ｐ ガ ス ）

焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料

可 燃 ご み 収 集 業 務 委 託 料

し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 料

千 寿 の 里 愛 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

生 活 保 護 レ セ プ ト 点 検 委 託 料

妊 産 婦 健 康 診 査 委 託 料

産 後 ケ ア 事 業 委 託 料

健 康 管 理 シ ス テ ム 使 用 料

資 源 ・ ご み 分 別 ア プ リ 使 用 料

衛 生 害 虫 等 の 生 息 調 査
及 び 防 除 業 務 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

啓 明 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

管 外 保 育 所 入 所 委 託 料

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで ３００

令和２年度から
令和３年度まで １７,５００

令和２年度から
令和３年度まで ４４０

令和２年度から
令和３年度まで

２,２００

令和２年度から
令和３年度まで １００,０００

令和２年度から
令和３年度まで

７,０００

令和２年度から
令和３年度まで

９９０

令和２年度から
令和３年度まで

１５６

令和２年度から
令和３年度まで

２０,０００

令和２年度から
令和３年度まで

２０,０００

令和２年度から
令和３年度まで ５０,０００

令和２年度から
令和３年度まで ８,０００

令和２年度から
令和３年度まで

９６

令和２年度から
令和３年度まで ６８０

令和２年度から
令和３年度まで

６６０

令和２年度から
令和３年度まで

１２,１６０

令和２年度から
令和３年度まで

１８,２００

令和２年度から
令和３年度まで

６００

令和２年度から
令和３年度まで ３３,５００

令和２年度から
令和３年度まで

１,９２５

樽 の 上 公 園 斜 面 崩 壊 対 策 工 事 費

都 市 公 園 維 持 管 理 業 務 委 託 料

感 染 防 護 衣 購 入 費

落 合 橋 架 替 工 事 費

猿 爪 川 水 位 警 報 シ ス テ ム サ ー バ ー 利 用 料

地 域 交 流 セ ン タ ー 附 属 駐 車 場
保 守 点 検 業 務 委 託 料

市 民 公 園 （ 東 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

市 民 公 園 （ 西 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

瑞 浪 駅 周 辺 公 共 施 設 清 掃 業 務 委 託 料

刈 宿 ４ 号 線 道 路 改 良 詳 細 設 計 業 務 委 託 料

農 産 物 等 直 売 所 自 家 用 電 気
工 作 物 保 守 点 検 業 務 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

鬼 岩 ド ラ イ ブ イ ン 公 衆 ト イ レ
清 掃 管 理 業 務 委 託 料

東 海 自 然 歩 道 大 久 後 公 衆 ト イ レ
保 守 点 検 業 務 委 託 料

市 道 等 補 修 業 務 委 託 料

小 口 融 資 預 託 金

農 産 物 等 直 売 所 規 模 拡 大 整 備
詳 細 設 計 業 務 等 委 託 料

ワ ナ 監 視 メ ー ル シ ス テ ム 賃 借 料

釜 戸 駅 乗 車 券 販 売 業 務 委 託 料

地 域 活 性 化 施 設 等 整 備 補 助 金

国 道 １ ９ 号 交 差 点 改 良 詳 細 設 計 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで ５,８９６

令和２年度から
令和３年度まで １９,３００

令和２年度から
令和３年度まで ２,６１０

令和２年度から
令和３年度まで

４２０

令和２年度から
令和３年度まで ２２０

令和２年度から
令和３年度まで

１５４

令和２年度から
令和３年度まで

６４

令和２年度から
令和３年度まで

１,０９２

令和２年度から
令和３年度まで

８０１

令和２年度から
令和３年度まで

４,１００

令和２年度から
令和３年度まで ７,０００

令和２年度から
令和３年度まで ２４０,０００

令和２年度から
令和３年度まで

２２０

令和２年度から
令和３年度まで ２２０

令和２年度から
令和３年度まで

１０４

令和２年度から
令和３年度まで

２２９

令和２年度から
令和３年度まで

８９０

令和２年度から
令和３年度まで

３,０００

令和２年度から
令和３年度まで ２０

令和２年度から
令和３年度まで

１,２５０

中 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

教 育 部 全 国 市 長 会 災 害 賠 償 保 険 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

中 学 校 デ ジ タ ル 教 材 購 入 費

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 賃 借 料

消 防 通 信 指 令 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 購 入 費

事　　　　　　　　　　項

小 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

瑞 浪 北 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

中 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 委 託 料

釜 戸 小 学 校 改 修 工 事 費

瑞 浪 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

児 童 生 徒 各 種 検 査 業 務 委 託 料

教 育 み ず な み 印 刷 製 本 費

瑞 浪 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

小 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 委 託 料

児 童 生 徒 教 職 員 健 康 診 断 業 務 委 託 料

小 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで ８,０００

令和２年度から
令和３年度まで ２,５００

令和２年度から
令和５年度まで ２３,６０５

令和２年度から
令和３年度まで

７１１

令和２年度から
令和３年度まで ２３６

令和２年度から
令和３年度まで

１,２１５

令和２年度から
令和３年度まで

４,５８７

令和２年度から
令和３年度まで

８４５

令和２年度から
令和３年度まで

７,４５２

令和２年度から
令和３年度まで

１９８

令和２年度から
令和３年度まで ２,８１６

令和２年度から
令和３年度まで ４６９

令和２年度から
令和３年度まで

９８６

令和２年度から
令和７年度まで １６９,３２３

令和２年度から
令和５年度まで

２５５,９４２

令 和 ３ 年 度 ２６,５８０

市 民 図 書 館 図 書 購 入 費

こ い の ぼ り 祭 イ ベ ン ト 業 務 委 託 料

学 校 給 食 調 理 等 委 託 料

過 年 農 業 用 施 設 補 助 災 害 復 旧 工 事 費

市 民 体 育 館 清 掃 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 エ レ ベ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

ト レ ー ニ ン グ 室 管 理 運 営 業 務 委 託 料

ト レ ー ニ ン グ 室 受 付 シ ス テ ム 保 守 管 理 委 託 料

学 校 給 食 セ ン タ ー Ｌ Ｓ Ａ 重 油 購 入 費

一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

市 民 体 育 館 夜 間 管 理 業 務 委 託 料

食 品 リ サ イ ク ル 処 理 業 務 委 託 料

学 校 給 食 配 送 委 託 料

体 育 施 設 ナ イ タ ー 管 理 業 務 委 託 料

日 吉 ス ポ ー ツ 施 設 清 掃 業 務 委 託 料

文 化 施 設 受 付 等 管 理 業 務 委 託 料
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

起債の
方法

利率

現年農業用施設補助
災 害 復 旧 事 業

現 年 教 育 施 設 補 助
災 害 復 旧 事 業

29,400

29,300

学 校 情 報 通 信
ネ ッ ト ワ ー ク 環 境
施 設 整 備 事 業

68,400
補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

4,600

44,900

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

補　　正　　前

利率 償還の方法

普通
貸借
又は
証券
発行400

混 合 焼 却 施 設
設 備 改 修 事 業

98,500

限度額限度額

82,100

41,500

償 還 の 方 法

起債の
方法

都 市 公 園 施 設
整 備 事 業

補　　正　　後

償還の
方法

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

5,500

起債の
方法 利　　率

起 債 の 目 的

現年農業用施設単独
災 害 復 旧 事 業
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議第１１０号 

 

令和２年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和２年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４２，７００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4 繰 入 金 １３５，８４４ △５５３ １３５，２９１

1
一 般 会 計
繰 入 金

１３５，８４４ △５５３ １３５，２９１

6 諸 収 入 ７４０ １，１５３ １，８９３

2 雑 入 ７００ １，１５３ １，８５３

歳　　入　　合　　計 ５４２，１００ ６００ ５４２，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 １４，０３３ ６００ １４，６３３

2 徴 収 費 ２，１７１ ６００ ２，７７１

2
後期高齢者医療
広域連合納付金 ５１２，８８３ ０ ５１２，８８３

1
後期高齢者医療
広域連合納付金 ５１２，８８３ ０ ５１２，８８３

歳　　出　　合　　計 ５４２，１００ ６００ ５４２，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第１１１号 

 

令和２年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和２年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，５００千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５２９，２００千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」によ

る。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 県 支 出 金 ２，５４６，８０９ １，９６５ ２，５４８，７７４

1 県 補 助 金 ２，５４６，８０９ １，９６５ ２，５４８，７７４

6 繰 越 金 ２８，５００ ５，９７２ ３４，４７２

1 繰 越 金 ２８，５００ ５，９７２ ３４，４７２

7 諸 収 入 １，９４８ １，５６３ ３，５１１

1 雑 入 １，９４８ １，５６３ ３，５１１

歳　　入　　合　　計 ３，５１９，７００ ９，５００ ３，５２９，２００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金 ８９４，２００ １，９００ ８９６，１００

1 医療給付費分 ６１３，２００ △２，０７１ ６１１，１２９

2
後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分

２１１，６００ １，３９０ ２１２，９９０

3 介護納付金分 ６９，４００ ２，５８１ ７１，９８１

5 基 金 積 立 金 ２５３ ７，６００ ７，８５３

1 基金積立金 ２５３ ７，６００ ７，８５３

6 諸 支 出 金 ２３，２７７ ０ ２３，２７７

1
償 還 金 及 び
還 付 加 算 金

２３，２７７ ０ ２３，２７７

歳　　出　　合　　計 ３，５１９，７００ ９，５００ ３，５２９，２００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和２年度から
令和３年度まで

２,１００

事　　　　　　　　　　項

医 科 レ セ プ ト 点 検 委 託 料
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議第１１２号 

 

令和２年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和２年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，３００千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４６７，７００千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和２年１１月２６日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 保 険 料 ６８５，７９４ △７１８ ６８５，０７６

1 介護保険料 ６８５，７９４ △７１８ ６８５，０７６

3 国 庫 支 出 金 ８０２，２５５ △１，０１５ ８０１，２４０

2 国庫補助金 ２２４，１０９ △１，０１５ ２２３，０９４

4
支 払 基 金
交 付 金

８９２，８０４ △３７８ ８９２，４２６

1
支 払 基 金
交 付 金

８９２，８０４ △３７８ ８９２，４２６

5 県 支 出 金 ４８４，６９２ △５０７ ４８４，１８５

2 県 補 助 金 ２２，０３２ △５０７ ２１，５２５

7 繰 入 金 ５９５，１８７ △５４２ ５９４，６４５

1
一 般 会 計
繰 入 金

５６２，７５９ △５４２ ５６２，２１７

9 諸 収 入 １，０４８ △１４０ ９０８

3 雑 入 １，０２８ △１４０ ８８８

歳　　入　　合　　計 ３，４７１，０００ △３，３００ ３，４６７，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4
地 域 支 援
事 業 費

１５３，３１４ △３，３００ １５０，０１４

2
一 般 介 護
予防事業費

６，９７８ △１，２００ ５，７７８

3
包括的支援事業
・ 任 意 事 業 費 ４９，１１４ △１，９００ ４７，２１４

4 その他諸費 ５９３ △２００ ３９３

歳　　出　　合　　計 ３，４７１，０００ △３，３００ ３，４６７，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第１１３号 

 

令和２年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

（資本的支出） 

第２条 令和２年度瑞浪市水道事業会計予算第４条中「３２８，４００千円」 

を「３３０，９００千円」に、「３１０，２１７千円」を「３１２，７１

７千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             支      出 

 第１款 資本的支出   446,500 千円  2,500 千円  449,000 千円 

  第３項 補助金返還金    0 千円  2,500 千円   2,500 千円 

 

  令和２年１１月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第１１４号 

 

令和２年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

（債務負担行為） 

第２条 令和２年度瑞浪市下水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為

に、次のとおり追加する。 

（単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 
最 終 清 掃 業 務 委 託 料 

令和２年度から 
令和３年度まで ５０，０００ 

 

 

  令和２年１１月２６日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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